
 

 

  

 1 
 

 

 

 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

〒105-5543 東京都港区虎ノ門2丁目6-1  

虎ノ門ヒルズステーションタワー 

TEL: (03) 4587 6000 

2025 年 6 月 2 日 

 

受益者の皆さまへ 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

 

ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ - ＧＳ新成長国通貨債券ファンド 

普通（米ドル建て）クラス／ユーロ・クラス／日本円クラス 

繰上償還にかかるご案内 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引立てを賜わり、厚く御礼申し上

げます。 

 

さて、ご投資いただいておりますアイルランド籍外国投資信託「ゴールドマン・サックス・グローバル・フ

ァンズ - ＧＳ新成長国通貨債券ファンド」（以下「本ファンド」といいます。）は、設定来、実質的にエマージ

ング諸国の主に現地通貨建て債券に投資することにより、収入（インカム・ゲイン）と資産価値増加（キャピ

タル・ゲイン）からなる高水準のトータル・リターンを獲得することをめざし運用を行ってまいりました。 

 

しかしながら、本ファンドの純資産総額は減少傾向が継続しており、2025 年 4 月 30 日現在で約 27 百万米ド

ル程度まで減少しております。このため、本ファンドの管理会社であるゴールドマン・サックス・アセット・

マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドは本ファンドの継続可能性の検討を行い、2025 年７月８日

（火）をもって、本ファンドを終了させる判断を行いましたのでお知らせいたします。この繰上償還は、本フ

ァンドの信託証書の規定にしたがい、4 週間以上 6 週間以下の受益者への通知をもって行われます。 

 

くわしくは下記をご参照いただければ幸いです。受益者の皆さまにおかれましては、ご理解を賜わりますよ

う、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

敬具 
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記 

 

【日程】 

2025 年 6 月 2 日（月）  日本における受益者の皆さまへの通知 

2025 年 6 月 30 日（月）頃  本ファンドの保有資産のキャッシュ化開始 

2025 年 7 月 8 日（火）  償還日 

2025 年 7 月 11 日（金）以降  償還代金のお支払い開始 

 

 

【本ファンドの受益証券の種類】 

お取引先の販売会社で取り扱いのある本ファンドの受益証券は以下のとおりです。 

クラス 通貨 分配 設定日 

普通（米ドル建て）クラス 米ドル なし 2008 年 1 月 31 日 

ユーロ・クラス ユーロ なし 2008 年 1 月 31 日 

日本円クラス 日本円 なし 2008 年 1 月 31 日 

 

 

【よくあるご質問】 

Ｑ1：運用はいつまで継続されますか？ 

Ａ1：本ファンドは、2025 年 6 月 30 日（月）頃を目処にキャッシュ運用に移行する予定です。 

 

Ｑ2：ファンドの換金ができない期間はありますか？ 

Ａ2： 2025 年 7 月 7 日（月）15 時まで、通常どおり、ご換金が可能です。くわしくは、販売会社まで

お問い合わせください。 

 

Ｑ3：償還日まで特に何もしなかった場合はどうなりますか？ 

Ａ3：償還日まで本ファンドを保有いただいた場合は、2025 年 7 月 11 日（金）以降、販売会社を通じ

て償還金をお支払いする予定です。償還金の受取通貨等につきましては販売会社までお問い合わ

せください。なお、償還日の前に換金手続きをされた場合は、この限りではありません。 

 

以上 
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本状に関するお問い合わせ先： 

 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 
 

フリーダイヤル：0120-331-376 
 

2025 年 6 月 2 日～2025 年 7 月 8 日 

土日祝日を除く午前 9 時～午後 5 時 


